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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視聴環境に関する質問構成情報と、質問構成情報によって構成される質問に対する回答
となる選択肢情報と、を保持する質問保持部と、
　回答である選択肢情報に応じて想定される視聴環境に適した画質制御ルールを複数保持
する画質制御ルール保持部と、
　質問保持部に保持されている質問構成情報に基づいた質問を出力し、これに応じて利用
者からの回答である選択肢であり画質制御ルールを取得するために用いられる情報である
結果情報を取得する第一取得部と、
　結果情報に応じて画質制御ルール保持部から画質制御ルールを取得する画質制御ルール
取得部と、
　取得した画質制御ルールに応じて輝度制御、輝度変調特性制御、色の濃さ制御、シャー
プネス制御のいずれか一以上の画質制御する画質制御部と、
　出荷後最初の電源投入時のみ電源投入を検知する電源投入検知部と、
　前記検知に応じて画質制御ルール取得部を機能させる環境設定制御部と、
を有する画像表示装置であって、
　店頭などの照明が比較的強い視聴環境に対応した画質制御ルールである第１の視聴環境
モードには、比較的高輝度で画像を表示する第１の画質モードと、比較的低輝度で画像を
表示する第２の画質モードと、があり、
　家庭などの照明が比較的弱い視聴環境に対応した画質制御ルールである第２の視聴環境
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モードにも、比較的高輝度で画像を表示する第１の画質モードと、比較的低輝度で画像を
表示する第２の画質モードと、があり、
　第１の画質モードと第２の画質モードとの切り替えを行う切替インターフェイス部をさ
らに有するとともに、
　画質制御ルール取得部は、この切替インターフェイス中における第１の画質モードアイ
コンと第２の画質モードアイコンとが、第１の視聴環境モードにおけるものと、第２の視
聴環境モードにおけるものとで同一形態のアイコンとなるようにアイコン表示をするため
のアイコン表示手段を有する画像表示装置。
【請求項２】
　結果情報であるディスプレイサイズ情報を取得する第二取得部をさらに有する請求項１
に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　画質制御部にて利用される画質制御ルールを変更する画質制御ルール変更部をさらに有
する請求項１又は２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　画質制御部での画質制御に優先して画質制御を変更する画質制御変更部をさらに請求項
１から３のいずれか一に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　画質制御ルール取得部にて取得した結果を表示するための結果表示部をさらに有する請
求項１から４のいずれか一に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　質問保持部が保持する質問構成情報が、店頭などの照明が比較的強い視聴環境に対応し
た画質制御ルールを取得するための質問用と、家庭などの照明が比較的弱い視聴環境に対
応した画質制御ルールを取得するための質問用と、の少なくとも二通りの情報である請求
項１から５のいずれか一に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　第一取得部は、比較的高輝度の画質制御ルールの取得に応じた選択肢と、比較的低輝度
の画質制御ルールの取得に応じた選択肢のいずれかを選択させる画面においては、初期状
態で比較的低輝度の画質制御ルールを選択するための選択肢が仮選択状態となるように表
示する仮選択表示手段を有する請求項１から６のいずれか一に記載の画像表示装置。
【請求項８】
　画質制御部は、第一取得部が質問を出力する際には、画質制御ルール保持部が保持する
画質制御ルールの中で、比較的低輝度である画質制御ルールを利用して画質制御する質問
画面画質制御手段を有する請求項１から７のいずれか一に記載の画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　電源投入がなされたことをトリガーとして利用者の視聴環境に応じて表示画像の画質を
制御する画像表示装置であって、利用者は簡単な質問に回答するだけで適切な画質制御が
実行されることを特徴とする画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に利用者が表示装置に表示される画像を視聴する際に、周辺の明るさや利用者と
表示装置との距離などの視聴環境によってディスプレイに表示される画像が見えにくくな
ってしまうという問題がある。このような問題に対して、例えば特許文献１においては、
天候や光量の強弱、視聴位置等を入力することにより画質の設定を行う表示装置が開示さ
れている。
【特許文献１】特開２００７－４３５３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】



(3) JP 4382132 B2 2009.12.9

10

20

30

40

50

【０００３】
　ところで、通常、ディスプレイの画質調整は視聴中に行うことが一般的である。例えば
、視聴中に周囲が明るい場合にそれに応じてディスプレイの輝度を上げ、コントラストを
高くしたり、子供が視聴する場合は刺激を低くするために、ディスプレイの輝度を下げ、
コントラストを低くするようなことを、適宜行うことになる。しかしながら、高齢者や電
気製品に詳しくない利用者の場合、容易に画質調整ができないことも多い。そのため、デ
ィスプレイの輝度、コントラストが強すぎる、あるいは弱すぎる場合であっても、多少で
あれば我慢してしまう利用者も多い。
【０００４】
　また、ディスプレイの画質調整は、店頭での見栄えを良くするために輝度を上げ、コン
トラストを高めに設定して出荷されることも一般的によく行われている。そうすると、店
頭での表示には最適であるが、一般家庭で視聴する場合、輝度が上がりすぎ、コントラス
トが高すぎることとなる。一般家庭の利用者は画質設定を行って輝度、コントラスト等を
弱くするわけであるが、電気製品に詳しくない利用者の場合、画質設定ができず、明るす
ぎる画面に強い不満を持ちながら視聴続けるような場合も発生してしまう。そこで、利用
者が極めて容易に且つ半強制的に画質選択できる仕組みが求められていた。
【０００５】
　また、特許文献１に記載の表示装置においては、直接的に天候（光量の強弱）、現在時
刻、視聴位置などの情報を入力することによって画質設定を行うことが記載されている。
また、例えば天候に関する情報はＶＩＣＳ（道路交通情報通信システム）によって送信さ
れるＦＭ多重信号から自動的に取得することも記述されているが、オーディオ装置の電源
がＯＦＦとなっている場合には当然のことながら受信することができない。また、これら
の情報を視聴者に入力させることも記述されているが、視聴者が自身で判断して入力する
のは煩雑で面倒である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで本発明においては、視聴環境に関する質問構成情報と、質問構成情報によって構
成される質問に対する回答となる選択肢情報とを保持し、さらに回答である選択肢情報に
応じて想定される視聴環境に適した画質制御ルールを複数保持する画像表示装置であって
、電源投入を検知したことをトリガーとして、質問構成情報に基づいた質問を出力し、こ
れに応じて利用者からの回答である選択肢であり画質制御ルールを取得するために用いら
れる情報である結果情報を取得し、結果情報に応じて取得した画質制御ルールに応じて画
質制御することを特徴とする画像表示装置を提案する。
【０００７】
　図１は、本発明に係る画像表示装置の動作を示す概念図である。画像表示装置の電源が
ＯＮとなると（０１０１）、視聴環境に関する質問が利用者に対して出力される（０１０
２）。この視聴環境に関する質問とは、例えば画像表示装置を利用する用途を問うような
簡単な質問（０１０３）である。また、質問に対する選択肢はあらかじめ準備されており
、それぞれの選択肢に応じて想定される視聴環境（０１０４、０１０５、０１０６、０１
０７）に適した画質制御ルールがあらかじめ決められている。これにより、画像表示装置
の利用者が視聴環境に関する簡単な質問に答えると、その回答に応じて所定の画質制御ル
ールが決定され、決定された画質制御ルールに応じて画質制御がなされるという仕組みで
ある。つまり、利用者は画像表示装置の電源をＯＮにした時に簡単な質問に答えるだけで
適切な画質制御がなされることになる。
【０００８】
　また、設置時の電源投入時のみ画質制御ルールを取得する処理が機能するようになって
いてもよい。また、結果情報であるディスプレイサイズ情報を取得するようになっていて
もよい。また、画質制御ルールを変更することが可能であってもよい。また、画質制御を
変更することが可能であってもよい。また、前記画質制御は輝度制御、輝度変調特性制御
、色の濃さ制御、シャープネス制御のいずれか一以上を含むものであってもよい。また、
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画質制御ルールを取得した結果を表示するようになっていてもよい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の画像表示装置は、電源が投入されたことを検知すると視聴環境に関する簡単な
質問が出力され、利用者はこの簡単な質問に回答するだけで適切な画質制御がなされるた
め利便性に優れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて詳細に説明する。なお、本発
明はこれら実施の形態に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲におい
て、種々なる態様で実施しうる。実施形態１は、主に請求項１、６から８などについて説
明する。実施形態２は、主に請求項１などについて説明する。実施形態３は、主に請求項
２などについて説明する。実施形態４は、主に請求項３などについて説明する。実施形態
５は、主に請求項４などについて説明する。実施形態６は、主に請求項５などについて説
明する。実施形態７は、主に請求項１などについて説明する。
【００１１】
　（実施形態１：概要）本実施形態は、視聴環境に関する質問構成情報と、質問構成情報
によって構成される質問に対する回答となる選択肢情報とを保持し、さらに回答である選
択肢情報に応じて想定される視聴環境に適した画質制御ルールを複数保持する画像表示装
置であって、電源投入を検知したことをトリガーとして、質問構成情報に基づいた質問を
出力し、これに応じて利用者からの回答である選択肢であり画質制御ルールを取得するた
めに用いられる情報である結果情報を取得し、結果情報に応じて取得した画質制御ルール
に応じて画質制御することを特徴とする画像表示装置について説明する。
【００１２】
　（実施形態１：構成）本実施形態に係る画像表示装置の機能ブロック図を図２に例示す
る。画像表示装置（０２００）は、「質問保持部」（０２０１）と、「画質制御ルール保
持部」（０２０２）と、「第一取得部」（０２０３）と、「画質制御ルール取得部」（０
２０４）と、「画質制御部」（０２０５）と、「電源投入検知部」（０２０６）と、「環
境設定制御部」（０２０７）と、を有する。
【００１３】
　なお、以下に詳述する本発明の構成要素である各部は、ハードウェア、ソフトウェア、
ハードウェアとソフトウェアの両方のいずれかによって構成される。例えば、これらを実
現する一例として、コンピュータを利用する場合には、ＣＰＵ、バス、メモリ、インター
フェイス、周辺装置などで構成されるハードウェアと、それらハードウェア上で実行可能
なソフトウェアがある。ソフトウェアとしては、メモリ上に展開されたプログラムを順次
実行することで、メモリ上のデータや、インターフェイスを介して入力されるデータの加
工、保存、出力などにより各部の機能が実現される。（明細書の全体を通じて同様である
。）
【００１４】
　「質問保持部」（０２０１）は、視聴環境に関する質問構成情報と、質問構成情報によ
って構成される質問に対する回答となる選択肢情報と、を保持する。「視聴環境に関する
（質問構成情報）」とは、画像表示装置を使用する環境に関するものであるが、主には用
途についての質問を想定している。この場合の回答（選択肢）としては、図１に例示した
ように、リビングでの使用、机上（ＯＮデスク）での使用、店頭・業務用としての使用、
寝室での使用、などの選択肢が挙げられる。「質問構成情報」とは、質問を構成するため
の情報であり、質問文そのものであってもよいが質問の概要や種類等を示すものであって
もよい。図３は質問保持部にて保持される質問構成情報と選択肢情報の具体例であるが、
図３に示す質問構成情報は質問の概要を表しており、その内容を「用途の選択」としてい
る。また、質問保持部では、質問構成情報と選択肢情報が関連付けられて保持されており
、図３においては、選択肢情報として図１に例示した４つの回答に対応する選択肢情報が
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保持されている。このように、「選択肢情報」も選択肢そのものであってもよいが選択肢
の概要や種類等を示すものであってもよい。また、図３では質問構成情報が一つだけであ
るが、複数あってもよい。また、図３において「質問ＩＤ」と「選択肢ＩＤ」はそれぞれ
質問構成情報と選択肢情報を一意に識別するための識別子である。質問保持部は、図３の
ような情報をハードディスクや半導体メモリ等の記憶領域に保持する。
【００１５】
　また、前記質問構成情報は、店頭などの照明が比較的強い視聴環境に対応した画質制御
ルールを取得するための質問用と、家庭などの照明が比較的弱い視聴環境に対応した画質
制御ルールを取得するための質問用と、の少なくとも二通りの情報を含むものであっても
よい。図２１にその一例を示す。図２１においては、質問構成情報は設置場所に関する情
報であり、「店頭に設置」と「家庭に設置」の二通りとする。選択肢情報は、（ａ）のよ
うに、それぞれの質問構成情報について、共通のものであってもよく、また、（ｂ）のよ
うに、質問構成情報ごとに異なるものであってもよい。なお、視聴環境が一般家庭の場合
は高齢者や電気製品に詳しくない利用者も多く、そのような利用者においても分かり易い
ように、選択肢情報は（ｂ）のようにより具体的であるのが望ましい。また、設置場所に
関する情報としては、上記の店頭、家庭以外に、全く照明を点けないホームシアターなど
を含めてもよい。
【００１６】
　「画質制御ルール保持部」（０２０２）は、回答である選択肢情報に応じて想定される
視聴環境に適した画質制御ルールを複数保持する。「画質制御ルール」とは、後述する画
質制御部（０２０５）にて画質制御を行う際の制御内容を示す情報である。具体的には、
例えば、輝度、輝度変調特性、画質設定（エッジ強調、彩度強調）などに関する制御内容
である。「選択肢情報に応じて想定される視聴環境（に適した画質制御ルール）」につい
て具体的に以下説明する。図３にて例示した選択肢を一例として、例えば選択肢「リビン
グ」では平均的な日本のリビングルームを想定すると、統計より画面垂直照度が約２００
ｌｘ（ルクス）であり視聴距離（画像表示装置から利用者までの距離）が約２．５ｍ（メ
ートル）であることが分かっている。つまり選択肢情報「リビング」に応じて想定される
視聴環境は「画面垂直照度約２００ｌｘ、視聴距離約２．５ｍ」である。また、図４は画
質制御ルール保持部にて保持される画質制御ルールの具体例を示すが、選択肢「リビング
」を示す選択肢ＩＤ「Ａ１」に関連付けて、輝度：２８３ｃｄ／ｍ２（カンデラ／平方メ
ートル）、輝度変調特性：２８３（ｃｄ／ｍ２）基準、画質設定：中レベル、明るさセン
サー：ＯＦＦ、という情報が保持されており、これらが「視聴環境に適した画質制御ルー
ル」に該当する。
【００１７】
　ここで、画質制御ルールの設定方法について説明する。なお、ここでは一例として選択
肢「リビング（選択肢ＩＤ：Ａ１）」の場合を説明する。一般的な実験結果によれば、画
面垂直照度１８０ｌｘ、視聴距離２．５ｍにおけるディスプレイサイズＳ（インチ）と最
も好ましい画面最大輝度Ｙの関係は、Ｙ＝－１．０３９６×Ｓ＋３１６．７７（式１）、
という関係式で表されることが分かっている。図１３（ａ）は、その実験結果を示す。ま
た、図１３（ｂ）は式１により計算される各ディスプレイサイズにおける最大輝度を示す
。ここで、ディスプレイサイズを３２インチと仮定すると最大輝度は約２８３ｃｄ／ｍ２

であるので、図４において選択肢ＩＤ「Ａ１」の輝度は２８３ｃｄ／ｍ２と設定されてい
る。また、図５は輝度変調特性のグラフを示す。ここで、一般的な統計よりテレビ放送の
平均信号レベルは約４０％であることが分かっているので、図４において輝度変調特性は
「２８３（ｃｄ／ｍ２）基準」と設定されているが、この意味としては、図５（ａ）のよ
うに平均信号レベルが４０％の時の輝度が２８３ｃｄ／ｍ２となるように輝度変調特性を
制御する意味であってもよいし、図５（ｂ）のように輝度変調時の最大輝度が２８３ｃｄ
／ｍ２となるように制御する意味であってもよい。また、図４において選択肢ＩＤ「Ａ１
」の画質設定は「中レベル」となっているが、具体的にはエッジ強調や彩度強調のレベル
を中レベルに制御することを意味している。なお、画質制御ルール保持部は、図３のよう
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な情報をハードディスクや半導体メモリ等の記憶領域に保持する。
【００１８】
　「第一取得部」（０２０３）は、質問保持部に保持されている質問構成情報に基づいた
質問を出力し、これに応じて利用者からの回答である選択肢であり画質制御ルールを取得
するために用いられる情報である結果情報を取得する。「質問構成情報に基づいて質問を
出力する」とは、前述したように質問構成情報は質問文そのものである場合もあるが、質
問の概要や種類等を示す場合もある。質問構成情報が質問文そのものである場合にはその
まま質問構成情報の内容を出力すればよいが、質問構成情報が質問の概要や種類等を示す
場合には他の所定の記憶領域に質問構成情報に対応する質問文のデータが格納されており
、その質問文が利用者に対して出力されること等が想定される。図６は、質問構成情報に
基づいて質問を出力する場合の具体例を示す。なお、質問の出力方法としては図６のよう
にディスプレイに表示する場合のほか、音声で質問と選択肢を読み上げる等して出力して
もよい。また、「利用者からの回答である選択肢であり画質制御ルールを取得するために
用いられる情報である結果情報」とは、図３、図４の例であれば、「選択肢ＩＤ」が該当
する。すなわち、「結果情報を取得する」とは、具体的には、例えばユーザが図６の画面
を見ながらリモコンのボタンを押下する等して一の選択肢を選ぶと、そのボタンの信号に
応じて選択された選択肢の選択肢ＩＤが取得されるような場合が該当する。また、質問を
ディスプレイに表示出力する場合には、図６に示すようにディスプレイ全体は暗い画面に
なっているとよい。なぜならば、最初から明るい画面を見てしまうと、その後十分な明る
さで画像等が表示されても暗く感じてしまうという人間の心理があるからである。
【００１９】
　また、「第一取得部」（０２０３）は「仮選択表示手段」を有していてもよい。「仮選
択表示手段」とは、比較的高輝度の画質制御ルールの取得に応じた選択肢と、比較的低輝
度の画質制御ルールの取得に応じた選択肢のいずれかを選択させる画面においては、初期
状態で比較的低輝度の画質制御ルールを選択するための選択肢が仮選択状態となるように
表示するための機能である。本実施形態の画像表示装置の製造者が最終消費者に推奨する
画質制御ルールを選択するための選択肢を仮選択状態とするのが望ましい。仮選択状態と
は、利用者が二の選択肢から一を「選択」操作することを省略し、「確定」操作すること
のみで一の選択肢が「選択」され、「確定」する状態をいう。例えば、比較的高輝度の画
質制御ルールの取得に応じた選択肢と比較的低輝度の画質制御ルールの取得に応じた選択
肢とを表示するそれぞれのアイコンが並べて表示され、利用者がリモコンを介してどちら
かの選択肢を「選択」し、決定ボタンを押すことにより選択肢が「確定」し、確定した選
択肢に対応する画質制御が実行されるとする。そして、利用者がどちらかのアイコンを「
選択」すると該アイコンが点滅するように構成されているとする。この場合において、ア
イコンの点滅状態を仮選択状態という。つまり、初期状態で、比較的低輝度の画質制御ル
ールを選択するための選択肢アイコンが点滅していることになる。利用者が高齢であった
り、電気製品に詳しくない場合などは、取扱説明書などを読まずに画面表示に従ってあま
り考えずに操作を進めていくことも多い。そのような場合においても家庭などに適切な、
比較的低輝度の画質制御ルールを選択できる点で有効である。なお、店頭などに設置する
場合は、電気製品に詳しい者が操作することが予想されるので、初期状態が店頭に適さな
いものであっても適切な設定を容易にできるため不都合は生じない。
【００２０】
　係る画像表示装置の機能ブロック図を図２２に例示する。画像表示装置（２２００）は
、「質問保持部」（０２０１）と、「画質制御ルール保持部」（０２０２）と、「第一取
得部」（０２０３）と、「画質制御ルール取得部」（０２０４）と、「画質制御部」（０
２０５）と、「電源投入検知部」（０２０６）と、「環境設定制御部」（０２０７）と、
を有し、「第一取得部」（０２０３）は「仮選択表示手段」（２２０１）を有する。また
、画像表示装置（２０００）は、後述する第二取得部や画質制御ルール変更部、画質制御
変更部、結果表示部、切替インターフェイス部を有していてもよい。
【００２１】
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　「画質制御ルール取得部」（０２０４）は、結果情報に応じて画質制御ルール保持部か
ら画質制御ルールを取得する。「結果情報」とは、第一取得部（０２０３）にて取得され
る結果情報を指す。つまり、例えば第一取得部にて結果情報として「選択肢ＩＤ：Ａ１」
という情報が取得されると、図４の情報を参照して選択肢ＩＤが「Ａ１」である場合の画
質制御ルールが取得されることとなる。より具体的には、例えば図４の情報がデータベー
スとしてハードディスク等の記憶装置に格納されているとすると、このデータベースに対
して選択肢ＩＤが「Ａ１」である、「輝度」、「輝度変調特性」、「画質設定」、を抽出
するためのＳＱＬクエリーが実行されることにより、画質制御ルールが取得される。
【００２２】
　「画質制御部」（０２０５）は、取得した画質制御ルールに応じて画質制御する。「取
得した画質制御ルール」とは、画質制御ルール取得部（０２０４）にて取得した画質制御
ルールを指す。また、「画質制御する」とは、ディスプレイの表示設定の制御を指す。「
取得した画質制御ルールに応じて画質制御する」とは、例えば、画質制御ルール取得部（
０２０４）にて選択肢ＩＤ「Ａ１」の画質制御ルールが取得されたとすると、画質制御部
は、輝度を「２８３ｃｄ／ｍ２」、輝度変調特性を「２８３（ｃｄ／ｍ２）基準」、画質
設定を「中レベル」に制御する。
【００２３】
　また、前記画質制御は輝度制御、輝度変調特性制御、色の濃さ制御、シャープネス制御
のいずれか一以上を含むものであってもよい。この場合においては、図４に例示したよう
な画質制御ルールに輝度、輝度変調特性、色の濃さ、シャープネスのいずれか一以上が含
まれていることが想定される。
【００２４】
　また、「画質制御部」（０２０５）は質問画面画質制御手段を有していてもよい。「質
問画面画質制御手段」とは、第一取得部が質問を出力する際には、画質制御ルール保持部
が保持する画質制御ルールの中で、比較的低輝度である画質制御ルールを利用して画質制
御するための機能である。これは、最初に明るい画面を見てしまうと、その後十分な明る
さで画像等が表示されても暗く感じてしまうという人間の心理があり、適切な画質制御が
行われない可能性が高いからである。なお、比較的低輝度とは、画質制御ルール保持部が
保持する画質制御ルールの中で最も高輝度のものを除いたものをいう。例えば、店頭など
の照明が比較的強い視聴環境に対応した店頭用画質制御ルールと、家庭などの照明が比較
的弱い視聴環境に対応した家庭用画質制御ルールとがある場合においては、家庭用画質制
御ルールを利用して画質制御する。
【００２５】
　係る画像表示装置の機能ブロック図を図２３に例示する。画像表示装置（２３００）は
、「質問保持部」（０２０１）と、「画質制御ルール保持部」（０２０２）と、「第一取
得部」（０２０３）と、「画質制御ルール取得部」（０２０４）と、「画質制御部」（０
２０５）と、「電源投入検知部」（０２０６）と、「環境設定制御部」（０２０７）と、
を有し、「画質制御部」（０２０５）は「質問画面画質制御手段」（２３０１）を有する
。また、画像表示装置（２０００）は、後述する第二取得部や画質制御ルール変更部、画
質制御変更部、結果表示部、切替インターフェイス部を有していてもよい。
【００２６】
　なお、後述するハードウェア上における処理において、質問を表示する画面を、比較的
低輝度である画質制御ルールを利用して画質制御することを特徴とする。
【００２７】
　「電源投入検知部」（０２０６）は、電源投入を検知する。「電源投入」とは、画像表
示装置が利用される時に投入される電源投入を指す。この電源投入は、いわゆる主電源の
投入であってもよいし、主電源は投入されたままの状態（待機状態）でリモコンにより切
られていた電源が投入された場合であってもよい。電源投入検知部の具体的な処理として
は、例えば待機状態において画像表示装置を操作するためのリモコンから送信される電源
ＯＮ信号を赤外線受信モジュールにて受信したことをもって電源が投入されたと判断する
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。すなわち、これにより電源投入が検知されたことになる。
【００２８】
　「環境設定制御部」（０２０７）は、前記検知に応じて画質制御ルール取得部を機能さ
せる。ここでの「前記検知」とは、電源投入検知部（０２０６）での検知を指す。「画質
制御ルール取得部を機能させる」とは、具体的には、第一取得部（０２０３）において処
理を実行させ、さらに画質制御ルール取得部（０２０４）において処理を実行させること
である。この場合、環境設定制御部は、例えば第一取得部に対して実行命令を出力し、第
一取得部は実行命令を受信すると実行されるようになっている場合等が想定される。第一
取得部にて実行命令を受信したことをトリガーとして処理が実行されると、続いて画質制
御ルール取得部にて処理が実行される、という具合である。
【００２９】
　（実施形態１：ハードウェア上における処理）図７は、本実施形態に係る画像表示装置
のハードウェア上における処理の具体例を示す。まず、図３に例示したような質問構成情
報（０７０１）と選択肢情報（０７０２）がハードディスクや半導体メモリ等の記憶装置
に格納されている。また、図４に例示したような複数の画質制御ルール（画質制御ルール
群）（０７０３）も記憶装置に格納されている。これらのデータは赤外線受信モジュール
にて電源投入信号（０７０７）が検知されたことをトリガーとして、メインメモリに展開
される。なお、この電源投入信号（０７０７）とは例えば画像表示装置を操作するための
リモコンからの電源ＯＮ信号が該当する。また、ディスプレイ等に質問構成情報に基づい
て質問が出力され、それに応じて利用者の操作によりリモコン等のユーザインタフェース
を介して結果情報（０７０４）が取得される。取得された結果情報はメインメモリに格納
される。画質制御ルール群と結果情報によって適切な画質制御ルール（０７０５）が選択
されてメインメモリに格納され、この画質制御ルール（０７０５）によってディスプレイ
の画質制御が実行される（０７０６）。また、記憶装置には仮選択状態を決定するプログ
ラムが記憶されていてもよい。
【００３０】
　なお、図７を用いて説明したハードウェア上の処理はあくまで処理の概要を説明するも
のである。（明細書の全体を通じて同様である。）
【００３１】
　（実施形態１：処理の流れ）図８は、本実施形態に係る画像表示装置における処理の流
れを示すフロー図を例示する。
【００３２】
　まず、電源が投入されたか判断する（Ｓ０８０１）。投入されていない場合にはステッ
プＳ０８０１を繰り返す。投入されたと判断した場合には、質問構成情報に基づいた質問
を出力する（Ｓ０８０２）。次に、質問に対する回答である選択肢である結果情報を取得
する（Ｓ０８０３）。次に、結果情報に応じて画質制御ルールを取得する（Ｓ０８０４）
。次に、取得した画質制御ルールに応じて画質制御する（Ｓ０８０５）。
【００３３】
　なお、図８のフロー図は、計算機に実行させるプログラムの処理フロー図とみなすこと
も可能である。さらに、このようなプログラムをフレキシブルディスク等の媒体に記録す
ることも可能である。（明細書の全体を通じて同様である。）
【００３４】
　（実施形態１：効果）本実施形態に係る画像表示装置によれば、電源が投入されたこと
を検知すると視聴環境に関する簡単な質問が出力され、利用者はこの簡単な質問に回答す
るだけで適切な画質制御がなされるため利便性に優れるという効果がある。
（実施形態２）
【００３５】
　（実施形態２：概要）本実施形態は、設置時の電源投入時のみ画質制御ルールを取得す
る処理が機能することを特徴とする画像表示装置について説明する。
【００３６】
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　（実施形態２：構成）本実施形態に係る画像表示装置の構成は、図２に例示した構成と
同様である。ただし、設置時の電源投入時のみ前記電源投入検知部（０２０６）を動作さ
せることを特徴とする。「設置時の電源投入」とは、画像表示装置が設置されて初めて投
入された電源投入を指す。つまり、使用者が製品を購入後、設置した最初の電源投入時の
み、あるいは画像表示装置の設置場所が変更となった場合に変更後に初めて投入された電
源投入である場合等が該当する。使用者が製品を購入後、設置した最初の電源投入時には
店頭販売に適した画質設定になっていることが想定されるし、設置場所が変更になった場
合には、通常、視聴環境が変化することが想定されるからである。また、投入された電源
投入が設置後初めてのものであることを判断する方法としては、例えば、工場出荷時に、
画像表示装置内のフラッシュメモリにフラグを設け、そのフラグは使用者が電源投入を一
度も行っていないことを示すものとし、そのフラグによって設置後初めての電源投入であ
ることを判断する場合や、前回の電源ＯＦＦから長期間が経過していることをもって設置
後初めての電源投入であると判断する場合や、画像表示装置の位置を移動すると解放され
るスイッチ等を備えていることによって設置場所が変更になったことを検知する場合など
が考えられる。初期電源投入検知部の具体的な処理としては、例えば画像表示装置の電源
が投入されると、セット内のフラグが電源投入無を示していることを検知し、設置後初め
ての電源投入であると判断し、その後フラグを電源投入有に変更する。また、別の方法と
して、画像表示装置の電源が投入されると、前回の電源がＯＦＦされた日時と現在日時を
比較して所定の期間が経過していた場合には、設置後初めての電源投入であると判断する
。すなわち、これにより設置時の電源投入が検知されたことになる。
【００３７】
　（実施形態２：ハードウェア上における処理）本実施形態に係る画像表示装置のハード
ウェア上における処理は、図７にて説明した処理と同様である。ただし、設置時の電源投
入時のみ図７にて説明した処理を実行することを特徴とする。
【００３８】
　（実施形態２：処理の流れ）図１０（ａ）、図１０（ｂ）は、本実施形態に係る画像表
示装置における処理の流れを示すフロー図を例示する。
【００３９】
　最初に図１０（ａ）のフロー図について説明する。まず、過去に電源投入が実行された
ことがないか判断する（Ｓ１００１）。この判断は、例えばフラッシュメモリ内のフラグ
の状態によって判断する。電源投入が実行されたことがある場合（ＮＯ）には処理を終了
する。電源投入が実行されたことがない場合（ＹＥＳ）には、電源投入検知部によって電
源投入がされたかを判断する（Ｓ０８０１）。投入されていない場合にはステップＳ０８
０１を繰り返す。投入されたと判断した場合には、設置後初めての電源投入であるか判断
する（Ｓ１００１）。設置後初めての電源投入ではないとの判断である場合にはステップ
Ｓ０８０１に戻る。設置後初めての電源投入であるとの判断である場合には、質問構成情
報に基づいた質問を出力する（Ｓ０８０２）。次に、質問に対する回答である選択肢であ
る結果情報を取得する（Ｓ０８０３）。次に、結果情報に応じて画質制御ルールを取得す
る（Ｓ０８０４）。次に、取得した画質制御ルールに応じて画質制御する（Ｓ０８０５）
。
【００４０】
　次に図１０（ｂ）のフロー図について説明する。まず、電源が投入されたか判断する（
Ｓ０８０１）。投入されていない場合にはステップＳ０８０１を繰り返す。投入されたと
判断した場合には、設置後初めての電源投入であるか判断する（Ｓ１００２）。設置後初
めての電源投入ではないとの判断である場合にはステップＳ０８０１に戻る。設置後初め
ての電源投入であるとの判断である場合には、質問構成情報に基づいた質問を出力する（
Ｓ０８０２）。次に、質問に対する回答である選択肢である結果情報を取得する（Ｓ０８
０３）。次に、結果情報に応じて画質制御ルールを取得する（Ｓ０８０４）。次に、取得
した画質制御ルールに応じて画質制御する（Ｓ０８０５）。
【００４１】
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　なお、本明細書中のフロー図においては、同じ処理ステップには同一の符号を付して表
している。
【００４２】
　（実施形態２：効果）本実施形態に係る画像表示装置によれば、画像表示装置の設置場
所が変更になり視聴環境が変わった場合には、変更後の視聴環境に応じた画質制御が自動
的に実行される。
（実施形態３）
【００４３】
　（実施形態３：概要）本実施形態は、結果情報であるディスプレイサイズ情報を取得す
ることを特徴とする画像表示装置について説明する。
【００４４】
　（実施形態３：構成）本実施形態に係る画像表示装置の機能ブロック図を図１１に例示
する。画像表示装置（１１００）は、「質問保持部」（０２０１）と、「画質制御ルール
保持部」（０２０２）と、「第一取得部」（０２０３）と、「画質制御ルール取得部」（
０２０４）と、「画質制御部」（０２０５）と、「電源投入検知部」（０２０６）と、「
環境設定制御部」（０２０７）と、「第二取得部」（１１０１）と、を有する。「第二取
得部」（１１０１）以外の構成については前述した通りであるので、ここでの説明は省略
する。なお、本明細書中の機能ブロック図においては、同じ構成要件には同一の符号を付
して表している。
【００４５】
　「第二取得部」（１１０１）は、結果情報であるディスプレイサイズ情報を取得する。
また取得されたディスプレイサイズ情報は結果情報として画質制御ルール取得部（０２０
４）にて画質制御ルールを取得するために利用される。なお、通常、画像表示装置は自身
のディスプレイサイズを知っているはずであるので（情報として内部に保持している）、
その場合の第二取得部におけるディスプレイサイズ情報の「取得」とは、ディスプレイサ
イズ情報を内部の記憶装置から読み出すことが該当する。また、このような情報を内部で
保持していない場合には、外部の装置や利用者の入力によって外部から取得されるように
なっていてもよい。また、前述した第一取得部（０２０３）においても選択肢を結果情報
として取得するが、第一取得部（０２０３）と第二取得部（１１０１）は、物理的には同
一の回路にて実現されてもよいし別々の回路にて実現されてもよい。
【００４６】
　また、図１２は画質制御ルール保持部にて保持される画質制御ルールであって、ディス
プレイサイズを考慮した画質制御を行うための画質制御ルールの具体例である。例えば、
選択肢ＩＤ「Ａ１」（リビング）の場合、前述したように図１３（ａ）の実験結果によれ
ば、式１：Ｙ＝－１．０３９６×Ｓ＋３１６．７７により最適な最大輝度が決定されるこ
とが分かっている。また、図１３（ｂ）は式１により計算される各ディスプレイサイズに
おける最大輝度を示している。すなわち、これらの値が図１２における選択肢ＩＤ「Ａ１
」の各ディスプレイサイズにおける輝度の値となっている（小数点以下切り捨て）。また
、輝度変調特性についても同様であり、図１４は各ディスプレイサイズにおける輝度変調
特性のグラフである。図１４では、代表的なものとしてディスプレイサイズが１６インチ
の場合のグラフ（１４０１ａ、１４０１ｂ）と、３２インチの場合のグラフ（１４０２ａ
、１４０２ｂ）と、６５インチの場合のグラフ（１４０３ａ、１４０３ｂ）を示している
。図５と同様に、一般的な統計よりテレビ放送の平均信号レベルは約４０％であることが
分かっているので、図１４（ａ）のように平均信号レベルが４０％の時の輝度が各ディス
プレイサイズにおける最適な最大輝度となるように輝度変調特性を制御してもよいし、図
１４（ｂ）のように輝度変調時の最大輝度が最適な最大輝度と同値になるように制御して
もよい。また、図１５は、図１２における「画質設定」について説明する図である。一般
的に、人間の目は画像サイズが小さいほど画像がぼけて見え、彩度も低下して感じること
が分かっているので、ディスプレイサイズが小さいほどエッジ強調や彩度強調を強く設定
することを示している。よって、図１２の「画質設定」においては、ディスプレイサイズ
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が小さいほど画質設定を強くし、ディスプレイサイズが大きいほど画質設定を弱くするよ
うに設定している。また、選択肢ＩＤ「Ａ２」（机上（ＯＮデスク））に応じて想定して
いる視聴環境は「画面垂直照度１８０ｌｘ、視聴距離３Ｈ（ディスプレイの高さの３倍）
」であるが、この場合の最適な最大輝度は一般的な実験結果より全サイズにおいて共通の
「２４０ｃｄ／ｍ２」であることが分かっている。また、画質設定については視聴距離が
短いことから全ディスプレイサイズにおいて設定値を弱く設定している（図１２）。また
、選択肢ＩＤ「Ａ３」（店頭・業務用）での視聴環境はオフィスなどのように周囲が明る
い状況を想定しており、輝度は最大値にて設定し、輝度変調特性は常に一定と設定してい
る。また、画質設定については周囲が明るいため、エッジ強調や彩度強調は全体的に強め
にするよう設定している（図１２）。また、選択肢ＩＤ「Ａ４」（寝室）においては、輝
度、輝度変調、画質設定については選択肢「Ａ１」と同じ設定である。ただし、明るさセ
ンサーが「ＯＮ」に設定されており、明るさセンサーによって寝室の明るさを測定し、さ
らに画質制御の調整を行うように設定されている。
【００４７】
　（実施形態３：ハードウェア上における処理）本実施形態に係る画像表示装置のハード
ウェア上における処理は、図７にて説明した処理と同様である。ただし、記憶装置には図
１２に例示したような情報を「画質制御ルール群」として記憶しており、「結果情報」と
してディスプレイサイズをも取得することを特徴とする。
【００４８】
　（実施形態３：処理の流れ）図１６は、本実施形態に係る画像表示装置における処理の
流れを示すフロー図を例示する。
【００４９】
　まず、電源が投入されたか判断する（Ｓ０８０１）。投入されていない場合にはステッ
プＳ０８０１を繰り返す。投入されたと判断した場合には、質問構成情報に基づいた質問
を出力する（Ｓ０８０２）。次に、質問に対する回答である選択肢である結果情報を取得
する（Ｓ０８０３）。次に、ディスプレイサイズ情報を結果情報として取得する（Ｓ１６
０１）。次に、結果情報に応じて画質制御ルールを取得する（Ｓ０８０４）。次に、取得
した画質制御ルールに応じて画質制御する（Ｓ０８０５）。
【００５０】
　（実施形態３：効果）本実施形態に係る画像表示装置によれば、画像表示装置のディス
プレイサイズをも考慮して画質制御を行うことができるので、より適した画質制御を行う
ことができる。
（実施形態４）
【００５１】
　（実施形態４：概要）本実施形態は、画質制御ルールを変更することが可能な画像表示
装置について説明する。
【００５２】
　（実施形態４：構成）本実施形態に係る画像表示装置の機能ブロック図を図１７に例示
する。画像表示装置（１７００）は、「質問保持部」（０２０１）と、「画質制御ルール
保持部」（０２０２）と、「第一取得部」（０２０３）と、「画質制御ルール取得部」（
０２０４）と、「画質制御部」（０２０５）と、「電源投入検知部」（０２０６）と、「
環境設定制御部」（０２０７）と、「画質制御ルール変更部」（１７０１）と、を有する
。また、画像表示装置（１７００）は、さらに第二取得部を有していてもよい。「画質制
御ルール変更部」（１７０１）以外の構成については前述した通りであるので、ここでの
説明は省略する。
【００５３】
　「画質制御ルール変更部」（１７０１）は、画質制御部にて利用される画質制御ルール
を変更する。すなわち、図４や図１２に例示した画質制御ルールの変更が可能である。変
更方法としては、例えば画質制御ルールの設定用画面をディスプレイに表示し、利用者は
その設定用画面にて変更内容をキーボードやマウス等を使用して入力し、この入力信号に



(12) JP 4382132 B2 2009.12.9

10

20

30

40

50

応じて記憶装置に保持されている画質制御ルールが変更される。より具体的には、例えば
図４や図１２の情報がデータベースとしてハードディスク等の記憶装置に格納されている
とすると、利用者の設定用画面における操作によって取得される入力信号に応じてこのデ
ータベースに対して実行すべきＳＱＬクエリーが生成されて実行されることにより、画質
制御ルールが変更される。また、画質制御ルール変更部はこのような処理を実行するため
のプログラムを含んでいてもよい。
【００５４】
　（実施形態４：ハードウェア上における処理）本実施形態に係る画像表示装置のハード
ウェア上における処理は、図７にて説明した処理と同様である。ただし、記憶装置に記憶
されている「画質制御ルール群」を変更するためのプログラム等を実行することを特徴と
する。
【００５５】
　（実施形態４：処理の流れ）本実施形態に係る画像表示装置における処理の流れは、前
述の実施形態において説明した処理の流れと同様である。ただし、別途、画質制御ルール
を変更する処理を実行することを特徴とする。
【００５６】
　（実施形態４：効果）本実施形態に係る画像表示装置によれば、画質制御ルールを変更
することが可能であるので、あらかじめ設定されている画質制御ルールが実際の視聴環境
において調整を要する場合や、利用者の好み等に応じて、画質制御ルールの調整を行うこ
とができる。
（実施形態５）
【００５７】
　（実施形態５：概要）本実施形態は、画質制御を変更することが可能な画像表示装置に
ついて説明する。
【００５８】
　（実施形態５：構成）本実施形態に係る画像表示装置の機能ブロック図を図１８に例示
する。画像表示装置（１８００）は、「質問保持部」（０２０１）と、「画質制御ルール
保持部」（０２０２）と、「第一取得部」（０２０３）と、「画質制御ルール取得部」（
０２０４）と、「画質制御部」（０２０５）と、「電源投入検知部」（０２０６）と、「
環境設定制御部」（０２０７）と、「画質制御変更部」（１８０１）と、を有する。また
、画像表示装置（１８００）は、さらに第二取得部を有していてもよい。また、画像表示
装置（１８００）は、さらに画質制御ルール変更部を有していてもよい。「画質制御変更
部」（１８０１）以外の構成については前述した通りであるので、ここでの説明は省略す
る。
【００５９】
　「画質制御変更部」（１８０１）は、画質制御部での画質制御に優先して画質制御を変
更する。「画質制御部での画質制御に優先して」とは、画質制御部にて画質制御を行った
後に、さらに画質制御を行うことができることを意味する。画質制御部（０２０５）にお
いては前述したように画質制御ルールに応じて画質制御を行うことが基本であるが、画質
制御変更部によって、例えば利用者の操作や明るさセンサーの検知結果などに応じてさら
に画質制御の微調整等が可能となっている。なお、前述した画質制御ルール変更部と異な
る点は、画質制御変更部では画質制御ルール自体は変更しない点である。画質制御の変更
方法としては、例えば画質調整用画面をディスプレイに表示して利用者が画質調整用画面
にて変更内容をキーボードやマウス等を使用して入力し、入力信号に応じて画質制御がな
される。または、輝度、エッジ強調、彩度強調などを調整するための画質調整用ボタン等
が画像表示装置に備えられており、利用者がこの画質調整用ボタンを操作することによっ
て画質制御がなされるような場合が想定される。また、画質制御変更部はこのような処理
を実行するためのプログラムを含んでいてもよい。
【００６０】
　（実施形態５：ハードウェア上における処理）本実施形態に係る画像表示装置のハード
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ウェア上における処理は、図７にて説明した処理と同様である。ただし、図７にて説明し
た処理を基本として、さらに画質制御を行うための処理を実行することを特徴とする。
【００６１】
　（実施形態５：処理の流れ）図１９は、本実施形態に係る画像表示装置における処理の
流れを示すフロー図を例示する。
【００６２】
　まず、電源が投入されたか判断する（Ｓ０８０１）。投入されていない場合にはステッ
プＳ０８０１を繰り返す。投入されたと判断した場合には、質問構成情報に基づいた質問
を出力する（Ｓ０８０２）。次に、質問に対する回答である選択肢である結果情報を取得
する（Ｓ０８０３）。次に、結果情報に応じて画質制御ルールを取得する（Ｓ０８０４）
。次に、取得した画質制御ルールに応じて画質制御する（Ｓ０８０５）。次に、画質制御
を変更する（Ｓ１９０１）。
【００６３】
　（実施形態５：効果）本実施形態に係る画像表示装置によれば、画質制御ルールに応じ
て画質制御を実行することを基本として、さらに微調整等を行うことが可能であるので、
あらかじめ設定されている画質制御ルールが実際の視聴環境において調整を要する場合や
、利用者の好み等に応じて、画質制御の調整を行うことができる。
（実施形態６）
【００６４】
　（実施形態６：概要）本実施形態は、画質制御ルールを取得した結果を表示することを
特徴とする画像表示装置について説明する。
【００６５】
　（実施形態６：構成）本実施形態に係る画像表示装置の機能ブロック図を図２０に例示
する。画像表示装置（２０００）は、「質問保持部」（０２０１）と、「画質制御ルール
保持部」（０２０２）と、「第一取得部」（０２０３）と、「画質制御ルール取得部」（
０２０４）と、「画質制御部」（０２０５）と、「電源投入検知部」（０２０６）と、「
環境設定制御部」（０２０７）と、「結果表示部」（２００１）と、を有する。また、画
像表示装置（２０００）は、さらに第二取得部を有していてもよい。また、画像表示装置
（２０００）は、さらに画質制御ルール変更部を有していてもよい。また、画像表示装置
（２０００）は、さらに画質制御変更部を有していてもよい。「結果表示部」（２００１
）以外の構成については前述した通りであるので、ここでの説明は省略する。
【００６６】
　「結果表示部」（２００１）は、画質制御ルール取得部にて取得した結果を表示するた
めの機能を有する。「画質制御ルール取得部にて取得した結果を表示する」とは、主には
画質制御ルールの内容そのものを表示することを意味する。例えば、図４の選択肢ＩＤ「
Ａ１」の画質制御ルールを取得した場合には、ディスプレイに「輝度：２８３ｃｄ／ｍ２

、輝度変調特性：２８３ｃｄ／ｍ２基準、画質設定：中レベルにて画質制御します。」な
どと表示する。また、結果表示部にて結果を表示して制御内容を利用者に確認させ、利用
者がＯＫボタンを押下した場合のみ画質制御を実行するようになっていてもよい。
【００６７】
　（実施形態６：ハードウェア上における処理）本実施形態に係る画像表示装置のハード
ウェア上における処理は、図７にて説明した処理と同様である。ただし、図７にて説明し
た処理を基本として、さらに取得した画質制御ルールを表示するための描画データがＶｉ
ｄｅｏ　ＲＡＭにて生成されてディスプレイへ出力される処理を実行することを特徴とす
る。
【００６８】
　（実施形態６：処理の流れ）図９は、本実施形態に係る画像表示装置における処理の流
れを示すフロー図を例示する。
【００６９】
　まず、電源が投入されたか判断する（Ｓ０８０１）。投入されていない場合にはステッ
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プＳ０８０１を繰り返す。投入されたと判断した場合には、質問構成情報に基づいた質問
を出力する（Ｓ０８０２）。次に、質問に対する回答である選択肢である結果情報を取得
する（Ｓ０８０３）。次に、結果情報に応じて画質制御ルールを取得する（Ｓ０８０４）
。次に、取得した画質制御ルールに応じて画質制御する（Ｓ０８０５）。次に、画質制御
ルールの取得結果を表示する（Ｓ０９０１）。なお、ステップＳ０９０１の処理はステッ
プＳ０８０５の前に実行されてもよい。
【００７０】
　（実施形態６：効果）本実施形態に係る画像表示装置によれば、取得した画質制御ルー
ルを表示することにより、利用者はどのような画質制御がなされたかを明確に把握するこ
とができる。
（実施形態７）
【００７１】
　（実施形態７：概要）本実施形態は、一の視聴環境モードにおいて、輝度の高低を選択
可能な二つの画質モードを選択可能な画像表示装置について説明する。
【００７２】
　（実施形態７：構成）本実施形態に係る画像表示装置の機能ブロック図を図２４に例示
する。画像表示装置（２４００）は、「質問保持部」（０２０１）と、「画質制御ルール
保持部」（０２０２）と、「第一取得部」（０２０３）と、「画質制御ルール取得部」（
０２０４）と、「画質制御部」（０２０５）と、「電源投入検知部」（０２０６）と、「
環境設定制御部」（０２０７）と、「切替インターフェイス部」（２４０１）を有し、「
画質制御ルール取得部」（０２０４）は更に「アイコン表示手段」（２４０２）を有する
。また、画像表示装置（２０００）は、さらに第二取得部を有していてもよい。また、画
像表示装置（２０００）は、さらに画質制御ルール変更部を有していてもよい。また、画
像表示装置（２０００）は、さらに画質制御変更部を有していてもよい。また、画像表示
装置（２０００）は、さらに結果表示部を有していてもよい。「切替インターフェイス部
」（２４０１）と「アイコン表示手段」（２４０２）以外の構成については前述した通り
であるので、ここでの説明は省略する。
【００７３】
　「切替インターフェイス部」（２４０１）は、第１画質モードと第２画質モードとの切
り替えを行う機能を有する。ここで、第１画質モードとは、比較的高輝度で画像を表示す
る画質モードであり、第２画質モードとは、比較的低輝度で画像を表示する画質モードを
いう。該第１画質モード及び第２画質モードは、第1の視聴環境モード及び第２の視聴環
境モードのそれぞれにおいて選択可能であるように構成されている。なお、第１の視聴環
境モードとは、店頭などの照明が比較的強い視聴環境に対応した画質制御ルールを選択可
能なモードのことをいい、第２の視聴環境モードとは、家庭などの照明が比較的弱い視聴
環境に対応した画質制御ルールを選択可能なモードのことをいう。つまり、照明の強弱に
違いに基づいて一の視聴環境を選択した後、更に画像表示について輝度の高低を選択でき
るため、より高度な画質制御を簡便に行うことを可能とする。
【００７４】
　なお、第1の視聴環境モード及び第２の視聴環境モードそれぞれにおける第１画質モー
ド、第２画質モードが表示する輝度は異なるように設定するのが好ましい。視聴環境によ
って最適とする輝度は異なるのはもちろんのこと、またその輝度可変幅も異なるからであ
る。例えば、店頭に設置する場合、画像表示装置売り場などは照明も強く、また大型のも
のを設置する。また消費者にその第１画質モード、第２画質モードの輝度の違いを分かり
やすく理解させ、高精度の画質制御が可能であることを認識させる必要がある。これに対
して、家庭に設置する場合、店頭に比べて照明は弱く、また小型のものを設置する。そし
て長時間の視聴にも目に負担をかけず快適な視聴ができるように画質制御する必要がある
。これらを満足させるために、店頭用の画質制御と家庭用の画質制御が実際は異なるもの
であって、しかし購入者には同一のものであると認識させることになる。その一例を図２
５に示す。第1の視聴環境モードおける第１画質モード、第２画質モードの輝度をそれぞ
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れ「４５０ｃｄ／ｍ２」、「３５０ｃｄ／ｍ２」とし、第２の視聴環境モードおける第１
画質モード、第２画質モードの輝度をそれぞれ「３００ｃｄ／ｍ２」、「２４０ｃｄ／ｍ
２」とする。つまり、同一形態のアイコンにすることで、購入者は、店頭で実際に体感し
た輝度、及びその輝度差は異なるが、同じ画質制御機能を体感していると錯覚するのであ
る。
【００７５】
　「アイコン表示手段」（２４０２）は、第１の画質モードアイコンと第２の画質モード
アイコンとは、第１の視聴環境モードにおけるものと、第２の視聴環境モードにおけるも
のとが同一形態のアイコンとなるようにアイコン表示をするするための機能を有する。こ
れは、店頭で体感した、第１画質モードと第２画質モードの輝度の違いを、家庭において
同様に体感できるようにするものである。つまり、前述したように第1の視聴環境モード
における第１の画質モード及び第２の画質モードの輝度設定は、店頭が家庭に比べて照明
が強いことや、その輝度の差異を明確にすること、画像表示装置が大型であること、など
を理由に第２の視聴環境モードにおける第１の画質モードと第２の画質モードの輝度設定
とは異なるのが好ましい。しかし、店頭で体感したのと同様の画質制御を家庭においても
行いたいと思うのが消費者心理である。そこで、本実施形態の画像表示装置は、第２の視
聴環境モードにおける第１の画質モードと第２の画質モードの輝度設定を照明が比較的弱
い視聴環境に合わせたものとするが、そのアイコン表示は第1の視聴環境モードと第２の
視聴環境モードとで同一形態にすることで、第１の視聴環境モードの画質モードの切替を
もって、第２の視聴環境モードの画質モードの切替を仮体験できる。つまり、消費者が第
１の視聴環境モードと第２の視聴環境モードに違いに気を留めないようにアイコン表示を
同一形態としつつ、それぞれの視聴環境モードの最適な輝度設定が可能であるように補正
をしているのである。なお、同一形態とは、一見して同一とも思われる程度のものであれ
ばよく、意匠や商標のいわゆる類似範囲も含まれるものとする。
【００７６】
　（実施形態７：ハードウェア上における処理）本実施形態に係る画像表示装置のハード
ウェア上における処理は、図７にて説明した処理と同様である。ただし、図７にて説明し
た処理を基本として、さらに輝度設定の異なる二つの画質モードの切り替え処理を実行す
ることを特徴とする。
【００７７】
　（実施形態７：処理の流れ）図２６は、本実施形態に係る画像表示装置における処理の
流れを示すフロー図を例示する。
【００７８】
　まず、電源が投入されたか判断する（Ｓ０８０１）。投入されていない場合にはステッ
プＳ０８０１を繰り返す。投入されたと判断した場合には、質問構成情報に基づいた質問
を出力する（Ｓ０８０２）。ここで、視聴環境モードを選択し（Ｓ２６０１）、続いて画
質モードを選択する（Ｓ２６０２）。次に、質問に対する回答である選択肢である結果情
報を取得する（Ｓ０８０３）。次に、結果情報に応じて画質制御ルールを取得する（Ｓ０
８０４）。次に、取得した画質制御ルールに応じて画質制御する（Ｓ０８０５）。
【００７９】
　（実施形態７：効果）本実施形態に係る画像表示装置によれば、異なる視聴環境モード
における同種の画質モードの表示アイコンを同一形態にすることにより、利用者は店頭で
体感した画質制御を家庭でも体感でき、かつ視聴に快適な画質制御を簡便に行うことがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明に係る画像表示装置の動作を示す概念図
【図２】実施形態１に係る画像表示装置の機能ブロック図
【図３】質問保持部にて保持される質問構成情報と選択肢情報の一例図
【図４】画質制御ルール保持部にて保持される画質制御ルールの一例図



(16) JP 4382132 B2 2009.12.9

10

20

30

【図５】輝度変調特性のグラフの一例図
【図６】質問の出力の一例図
【図７】画像表示装置のハードウェア上における処理動作の一例図
【図８】実施形態１に係る画像表示装置の処理の流れを示すフロー図
【図９】実施形態６に係る画像表示装置の処理の流れを示すフロー図
【図１０】実施形態２に係る画像表示装置の処理の流れを示すフロー図
【図１１】実施形態３に係る画像表示装置の機能ブロック図
【図１２】ディスプレイサイズを考慮した画質制御ルールの一例図
【図１３】ディスプレイサイズと輝度についての実験結果の一例図
【図１４】各ディスプレイサイズにおける輝度変調特性のグラフの一例図
【図１５】ディスプレイサイズと画質設定の関係を示す図
【図１６】実施形態３に係る画像表示装置の処理の流れを示すフロー図
【図１７】実施形態４に係る画像表示装置の機能ブロック図
【図１８】実施形態５に係る画像表示装置の機能ブロック図
【図１９】実施形態５に係る画像表示装置の処理の流れを示すフロー図
【図２０】実施形態６に係る画像表示装置の機能ブロック図
【図２１】質問保持部にて保持される質問構成情報と選択肢情報の一例図
【図２２】実施形態１に係る画像表示装置の機能ブロック図
【図２３】実施形態１に係る画像表示装置の機能ブロック図
【図２４】実施形態７に係る画像表示装置の機能ブロック図
【図２５】実施形態７に係る画質モードアイコンの一例図
【図２６】実施形態７に係る画像表示装置の処理の流れを示すフロー図
【符号の説明】
【００８１】
　　０１０１　電源ＯＮの処理
　　０１０２　視聴環境に関する質問の出力処理
　　０１０３　視聴環境に関する質問の出力例
　　０１０４　選択肢
　　０１０５　選択肢
　　０１０６　選択肢
　　０１０７　選択肢
　　０２０１　質問保持部
　　０２０２　画質制御ルール保持部
　　０２０３　第一取得部
　　０２０４　画質制御ルール取得部
　　０２０５　画質制御部
　　０２０６　電源投入検知部
　　０２０７　環境設定制御部
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